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1 電気保安をとりまく課題とスマート化

出典：2021年3月16日 スマート保安官民協議会第3回電力安全部会
「電気保安分野におけるアクションプランの概要」

需要設備等の高経年化や再エネ発電設備が増加する一方、電気保安に携わる電気保安人材
の高齢化や電気保安分野への入職者の減少が顕著。また、台風や豪雨等の自然災害が激甚
化し、太陽電池発電や風力発電等の再エネ発電設備の事故が増加。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大下においても、重要インフラである電力の共有は止める
ことのできない業務であり、そのための保安作業についても安定的な業務継続が必要。このよう
に電気保安分野では、構造的な課題や様々な環境変化への対応が求められているところ。
こうした課題を克服するため、電気保安分野においてIoTやAI、ドローン等の新たな技術を導入
することで、保安力の維持・向上と生産性の向上を両立（＝電気保安のスマート化）させてい
くことが重要。

電気保安の課題
電気保安を担う人材不足

需要設備等の高経年化

災害の激甚化

風力・太陽電池発電設備の設置数・
事故数増加

新型コロナ感染症下での電気保安
の継続

IoT・AI,ドローン等
の新たな技術の導入

電気保安のスマート化

保安力の維持・向上

生産性向上
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2-1 スマート保安のアクションプランの策定
2021年3月、スマート保安官民協議会の下に設置された電力安全部会において、
電力安全分野のスマート保安アクションプランを策定。その中で、スマート保安に資す
る技術や、その導入促進のための官民の取組をまとめた。

スマート保安アクションプランの概要
【将来像】電気設備の保安力と生産性の向上を両立

技術実装を着実に推進
⁃ 現時点で利用可能な技術は2025年までに確実に現場実装を推進
⁃ 保安管理業務の更なる高度化に向け、新たな技術の実証を推進

2025年における各電気設備の絵姿
⁃ 風力・太陽光発電所：遠隔常時監視装置やドローン等の普及による巡視・点検作業の効率化
⁃ 火力・水力発電所：発電所構外からの遠隔常時監視・制御の普及、高度化
⁃ 送配電・変電設備：ドローン等の普及による巡視・点検作業の効率化
⁃ 需要設備：遠隔による月次点検の実施、現地業務の生産性向上等

電気保安のスマート化の将来像

官のアクションプラン
スマート保安に対応した各種規制の見直し・適正化
専門家会議（スマート保安プロモーション委員会）
を設置し、スマート保安技術の有効性確認を通じた
普及支援 出典：2022年4月25日 スマート保安官民協議会第４回電力安全部会

「電気保安分野におけるスマート保安導入に係る進捗状況のフォローアップについて」

民のアクションプラン
スマート保安技術の技術実証・導入
スマート保安の体制・業務を担えるデジタル人材
の育成やサイバーセキュリティの確保

将来像の実現のためのアクション（短期～長期の時間軸を設定）
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2-2 アクションプランの実行方針

出典：2021年11月5日 電気保安制度WG 「電力安全分野におけるスマート保安の推進について
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3 スマート保安プロモーション委員会の意義

出典：2021年11月5日 電気保安制度WG 「電力安全分野におけるスマート保安の推進について」
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4 スマート保安プロモーション委員会の機能・役割
①スマート保安技術の妥当性・実効性を確認し、技術カタログ化することによりスマート保安技
術の開発と現場実装を支援
• 委員会は、電気保安分野での新たな技術や手法の技術的妥当性を評価し、保安力の
維持・向上と生産性の向上が両立していることを確認。

• 妥当性・実効性を確認した新たなスマート保安技術を見える化することで、スマート保安技
術の導入・現場実装の促進と業界内での新技術又は類似技術の開発意欲を向上。

• 電気保安での活用が有望な画期的な基礎要素技術の創出による新たなスマート保安技
術の開発・導入を促進。

②スマート保安技術を普及させるために必要な規制等の見直しに貢献
• スマート保安プロモーション委員会での評価の過程で明らかになったスマート保安技術の導

入や普及拡大のボトルネック等について、経済産業省や業界団体等に情報提供。
• 新たな基準策定や規制・運用の見直しに向けた提言を経済産業省や業界団体等に実施。

③スマート保安技術の普及・拡大を支援
• 事業者におけるスマート化の実態について、定期的に調査を実施して得られた調査結果を

踏まえ、同委員会で検証された新技術やスマート保安技術を業界団体等に情報提供する
ことで、スマート保安に係る知見を広く共有。

• スマート保安に関する意義をはじめ、新技術やスマート保安技術の具体的事例等を講演や
勉強会を通して情報発信することで、業界団体や事業者における電気保安のスマート化に
係る人材の育成を支援。



5 プロモーション委員会で取扱う評価範囲とスマート保安技術カタログ

①基礎要素技術編
②保安技術モデル編

スマート保安技術等
を技術カタログとし
てとりまとめ、関係
業界等に広く普及
啓発を行う。
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(1)基礎要素技術の評価
電気設備の保安管理に活用(採用)が可能な画期的な保安技術であって、研究・開発中或いは実証
試験の評価が完了している個別技術 (センサー、システム、運用の単位でも可）
￮ 委員会における検討（委員会は原則1回）
下記の説明資料等により技術性能と活用の可能性について技術評価を行う。
①機能、性能の概要、②電気保安への活用例示、
③模擬又は試験設備或いは実証試験での評価データ等

◦メリット及びインセンティブ
•評価を受けた新たな技術は、今後スマート保安技術モデルとして活用・導入に繋がる有望
な基礎要素技術として「スマート保安技術カタログ」に登録
(新技術の創出、スマート保安技術の開発促進、ベンチャー支援)

(2) 保安技術モデルの評価
現場の電気設備での実証試験等の結果を踏まえ、従来業務の代替或いは高度な保安管理が

可能な最新技術(高度なAI活用等)が織り込まれており、保安品質や業務効率の向上が検証さ
れた保安技術。なお、現場における実証試験による評価が完了した基礎要素技術であって、
保安品質や業務効率の向上が期待できる保安技術は審議対象とする。
￮ 委員会における検討（委員会は原則2回）
下記の説明資料等により技術及び運用評価を行う。
①新技術導入の有効性とメリット、②新技術評価に係る試験データと分析結果
③安全性、信頼性、コスト評価、④導入・拡大への課題、規制等の見直し内容
⑤サイバーセキュリティー対策、インシデント対策
※実設備での実証試験(或いは運用)等が行われ、技術の有効性や運用性を評価できるデータを提示でき
るスマート保安技術が対象（模擬施設等での試験は対象外になる。）

◦メリット及びインセンティブ
•スマート保安技術としての妥当性・実効性が確認された新たな保安技術は、導入・普及を促進
すべき保安技術モデルとして「スマート保安技術カタログ」に登録

•保安規程の変更などの判断において、官民のコミュニケーションツールとして活用。

スマート保安
技術カタログ
(電気保安)

独立行政法人製品評価技術基盤機構
国際評価技術本部
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6 スマート保安プロモーション委員会のスキーム全体像
事業者 事務局 委員会

審議に係る申請書の提出

保安技術説明資料類の提出
(概要、データ等、誓約書)

目的・データ・スキーム確認

申請概要の整理・提供・調整
※目的・スキーム

※可能な範囲でデータ

申請内容の審議
必要により追加資料の要求

委員会進行申請内容の委員会説明・対応
（機密情報はその場限り）

データと資料の確認・作成依頼
委員会進行に関する調整

データ収集・整理と資料作成
事務局への提供・調整

事業者情報収集・委員報告
（機密情報は報告なし）

追加要求事項への対応
（必要に応じて実証）

追加要求事項是非の確認
（機密情報を除く）

最終審議
（承認）

委員会進行
（最終決議案の調整）

追加要求事項当日説明
（機密情報はその場限り）

必
要
に
応
じ
、
複
数
回
の
可
能
性

委員会結果の公表
スマート保安技術カタログ手続き

カタログ掲載内容の調整
同意書の提出

スマート保安技術相談
申請手続きの事前確認依頼

相談内容の確認・情報提供
申請に向けた手続きアドバイス
基礎要素・技術モデル区分確認



7-1 スマート保安プロモーション委員会における審査の進め方と国への提案

当該委員会では、下記のイメージで評価を進め、スマート保安に係る新技術（AI、IoT、ロボット、
ドローン等）に対し、事業者の保安体制構築等への貢献（妥当性・実効性）について確認する
とともに、当該技術の導入を促進するための基準策定や規制見直しを国に提案をしていく。

取得可能なデータ
について

データ取得の
方法について
※通信環境含む

取得データの
分析方法について

※原因特定等

インシデント発生時
の活用方法

① 業務改善（省人化
等）に向け、従来目
視等で取得してきた
データは何か

② 保安の高度化にあた
り、分析に必要となる
データは何か

③ ①②で画定したデー
タの妥当性確認

① 画定した「取得すべき要
素データ」の取得方法

② センサー（数量データ）、
ドローン（画像データ）
等、データ取得技術の
画定

③ データ取得技術の妥当
性（技術水準）

④ 異常発生時の検出・通
報機能

⑤ その他、通信環境やサ
イバーセキュリティ等、
データ通信に係る基盤
整備の有無

① AI等を活用したデータ
分析。ベースラインと限
界値の画定

② （又は）遠隔地での技
術者による分析可否

① 異常検知後の対応フ
ローの画定。設備制御
の方法

② 発災時における事態対
応の方法

③ その他、監視・制御シス
テム自体の故障時にお
ける対応の方法

8
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7-2 スマート保安技術と保安規制との連動

出典：2021年11月5日 電気保安制度WG 「電力安全分野におけるスマート保安の推進について」

(設置者ニーズの例示)
特別高圧受変電設備に監視カメラやセンサ類等を導入し、複数のデータを総合評価する機械

判定(AI)を導入した巡視点検の方法(遠隔点検と現場巡視の組合せ)とその点検頻度の変更
並びに停電年次点検周期の変更についての、保安規程変更を実施したい。

⇒ プロモーション委員会に導入技術や仕組み等の妥当性評価を申請



委員会で取扱う評価技術は、電気保安に係る「基礎要素技術」と
「保安技術モデル」であり、評価に必要な提出資料等が異なる。
なお、提出書類については、評価する技術案件毎に異なるので、

詳細は委員会事務局との協議・調整で決定される。

〇 基礎要素技術
電気設備の保安管理に活用(採用)が可能な画期的な保安技術であって、

研究・開発中或いは実証試験の評価が完了している個別技術
(センサー、システム、運用の単位での評価も可）

① 機能、性能の概要
② 電気保安への活用例示

(電気保安の管理において、どのように活用できるかを例示）
(写真、イメージ図、シミュレーション結果の提示が望ましい。)

③ 模擬又は試験設備或いは実証試験での評価データ等
（試験結果データ、安全性・信頼性確保情報等）
（試験現場写真、模擬評価結果等の提示）
(機器類のサイバーセキュリティ―対策)
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8-1 スマート保安プロモーション委員会への提出資料(参考）



〇 保安技術モデル
現場の電気設備での実証試験等の結果を踏まえ、従来業務の代替或いは
高度な保安管理が可能な最新技術(高度なAI活用等)が織り込まれており、
保安品質や業務効率の向上が検証された保安技術。
① 既存保安技術の代替或いは新たな保安技術の概要

(業務の新旧対照比較表等）
② 新技術を導入・活用した場合のメリット

(メリットの内容と恩恵を受ける業務部門等）
③ 新技術の有効性と安全性を説明できる技術的資料

（評価データ及びエビデンス、安全性・信頼性確保情報等）
（現場等における試験運用評価、活用事例の紹介）
(AI活用は、学習データ、適否率と内容、判定不良の対応等)

④ 導入にあたって想定されるリスク、懸念事項とその解決策
（運用リスクの見積りと対策又は防止策、懸念事項と解決策）

⑤ 保安技術モデルの事業性の設計・見通し
（事業化した場合の費用効果、効率化の試算等）

⑥ サイバーセキュリティー対策、インシデント対策
（システム構成図、組織体制等）

➆ 今後の展開内容とスケジュール、等
11

8-2 スマート保安プロモーション委員会への提出資料(参考）
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9-1 スマート保安プロモーション委員会の構成と開催基準
● 委員会の構成

委員会は、電気保安或いは個別専門技術に知見のある学識経験者８名
の委員で構成されており、審議内容により、電事連、業界団体関係者、
保安法人、行政機関(産業保安監督部等)等がオブザーバーとして参加予定
・ 学識経験者の専門分野

電力系統、火力、風力、太陽光、ヒューマンファクター
ドローン、センサー類、ＡＩ 等

・ 事務局
NITEの電力安全センター

● 委員会の開催基準等
・ １案件は、1～2回程度を基本とし、必要により回数を増減する。

(基礎要素技術:1回、保安技術モデル:2回を想定)
・ 委員会の開催時間は２時間以内とする。
・ 審議は提案事業者による技術資料説明と委員の質疑に対する回答による。
・ 年間の審議回数は、4回～6回程度を想定
・ 委員会の説明資料は原則非公開とし、技術内容は技術カタログで公開する。
・ 機密事項は、委員会での説明とし、資料提出は必要ない。
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スマート保安を推進するために、新しい技術を導入して的確かつ安全を確保し
つつ効果的に業務を実施するには、ドローン、IoT、ＡＩの活用技術及び運用基
準等を研究・開発し、実証試験や試行運用によりデータ類を収集し、結果を分
析・評価する必要がある。

また、従来の点検を新しい技術を活用した点検に代替えするとなると、規制見
直しや手続き変更などが発生し、これらのスマート保安技術モデルが研究・開発
に留まり、導入又は普及拡大に躊躇や保留する状況も見られる。

9-2 スマート保安プロモーション委員会の活用とメリット例示

●公正な第三者評価機関として、新たなスマート保安技術について妥当性・実効
性を評価し、委員会結果の公表と技術カタログへの登録を行う。

●妥当性・実効性が評価された保安技術モデルの導入又は普及拡大を阻害してい
る規制や手続き等の有無及びその対応策を検討して国等に提案する。
(スマート保安官民協議会 電力安全部会、電力安全小委員会 電気保安制度ＷＧ等と連携)

※ 想定されるメリット
・ 委員会には、学識経験者、業界団体関係者及び行政機関等が同席して審議が行われるために、規制に
よる制限や運用基準の見直しがスピード感を持って可能となる。
（規則、内規等の規制改定、監督部内運用ルールの見直し、保安規程の変更、手続きの簡素化等）

・ 承認されたスマート保安技術は、公表及びカタログ化により業界のトップランナーとしての評価を得る。
・ 委員会は、委員からの技術的な助言もあることから、より的確かつ効果的な保安技術の実現が可能である。
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審議対象技術となる具体的な内容は、以下のとおりです。
(1) 最新技術(高度なAI活用等)が織り込まれた保安技術モデルであり、

保安品質、業務効率及び運用における安全性の向上が検証された技術
① IoT機器やドローンなど新たな技術や運用手法を導入し、

速やかな従来業務の代替が可能なスマート保安技術
② 高度なAI活用による判断・判定等を導入した保安管理システムであり、

信頼性が高くかつ現場導入・実装が可能なスマート保安技術
③ ロボットの導入による人から機械への代替を可能とするスマート保安技術

※ 高度なAI活用とは
・ 複数のデータから総合的に評価判定するもの(自動機械判定等)
・ 取得データを自動学習し、最適化を図りながら運転管理するもの
・ データを総合的に分析し、異常予測や予防保全を図るもの

(2) 画期的な基礎要素技術(高度化)
既存技術や手法とは異なる新たなデジタル技術を用いた画期的な保安技術で

あって、現設備による検証や評価が不足している或いは研究・開発中の個別技術

10-1 委員会の審議対象技術の基本的な考え方
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スマート保安プロモーション委員会での技術評価(審議)及び技術カタログへの
掲載をご希望の場合は、次の事項をご確認の上、委員会事務局までお問合せ
をお願いいたします。

1. 既に委員会で審議した技術（原理・仕組み）と同様あるいは類似した技術（以
下、「類似案件」という。）は審議対象とはなりません。

プロモーション委員会は、電気保安の諸課題を克服するためにAI・IoT・ドローン等を活用した新た
な保安手法について、技術的妥当性・実効性を評価しています。 技術手法を評価対象としており、
個別の製品評価とは異なりますので、類似案件は審議対象外とさせていただいております。
事前に技術カタログをご確認いただき、類似案件に該当しないかご確認をお願いいたします。

※  技術カタログはコチラからご覧いただけます。

なお、技術カタログで公開されていない技術手法でも、既に委員会審議予定となっている場合は、
類似案件となることもありますので委員会事務局へお問合せください。

10-2 スマート保安プロモーション委員会へのご相談・申請について
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2. 審議予定日程は、申請案件数、委員招集調整、実証試験の評価及び普及想定等
を考慮しますので、審議まで半年以上お待ちいただく場合があります。

実証試験の結果評価、電気設備での導入・運用実績或いは想定される現場導入規模
等を総合的に考慮し、審議日程を設定させていただきます。

3. 委員会審議には、説明人としてご出席いただき、資料説明及び委員との質疑応答
を行っていただきます。

評価対象技術の概要は事務局から説明しますが、詳細内容については説明人からご説明
いただくことになります。(概ね、1回の委員会で説明40分、質疑30分程度)

4. 技術カタログは、申請事業者様が作成し、委員会事務局と調整後に公開します。
委員会で確認された保安技術は、申請事業者様が指定書式により公開資料として作成し、

委員会事務局と協議・調整後、技術カタログに掲載し、公開いたします。

【相談・問合せ先】
スマート保安プロモーション委員会事務局

専用メールアドレス otoiawase-smart-hoan@nite.go.jp

10-3 スマート保安プロモーション委員会へのご相談・申請について


